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川口市道路網計画
（令和３年３月策定）

川口市道路網計画【概要版】
（令和３年３月策定）

（１）「川口市道路網計画」について



川口市第５次総合計画では・・・
令和１２年をピークに人口は減少する傾向にあり、
近年の社会情勢の変化を踏まえ、長期間未整備の都市計画道路の検証を含め、
適切かつ効率的に機能する道路網の構築を図るため、
平成２９年度から「川口市道路網計画」の策定の取り組みを開始。

令和３年３月に
「川口市道路網計画」を策定した

川口市の道路網構築については、平成３年に策定した「みちみらい・川
口市将来道路網構想」等に基づき、街路整備事業や土地区画整理事業な
どにより整備を推進。

道路網計画策定の背景

（１）「川口市道路網計画」について



道路網計画における未整備都市計画道路の方針
＜未整備都市計画道路の見直し区分＞

「存続候補路線」
…交通円滑化のために整備の必要性を
有しており、現在の都市計画内容の
ままで事業を推進する。

「廃止候補路線」「見直し候補路線」
…見直し対象候補として将来交通量推計に
より、現道のままで将来交通量に対応でき
右折レーンの設置等の交差点改良などの
代替措置の実施により都市計画の変更が
見込まれるもの。

（１）「川口市道路網計画」について



③峯中通り線 ⑤本蓮通り線
④峯東通り線 ⑥末広新郷線

「見直し候補路線」及び「廃止候補」に位置づけられている
都市計画道路末広新郷線、峯東通り線、峯中り通線、本蓮通り線の４路線及び接続する
１１路線につきまして、都市計画変更についてご説明いたします。

（１）「川口市道路網計画」について



（２）都市計画決定と変更理由

資料４ページ
「都市計画道路の変更

（末広新郷線ほか１４路線）」

資料５～６ページ
「都市計画道路の見直し ≪末広新郷線他14路線の考え方≫」



末広新郷線の車線数を４車線から２車線に縮小し、円滑な交通処理のため、
交差点改良などの環境改善を図る

：変更対象路線

：変更箇所

（２）都市計画決定と変更理由



：変更対象路線

：変更箇所

（２）都市計画決定と変更理由

⑦本蓮通り線

⑪峯中通り線

⑭峯東通り線

本蓮通り線：末広新郷線の幅員縮小に伴い、交通の円滑化を図るため幅員を拡幅する
峯東通り線：末広新郷線の幅員縮小に伴い、連続性を確保するため幅員を２２ｍから１６ｍに縮小し、

円滑な交通処理のため、交差点改良などの環境改善を図る
峯中通り線：末広新郷線の幅員縮小に伴い、４車線ネットワークが不要となることから計画を廃止する



他１１路線については、末広新郷線、本蓮通り線、峯東通り線、峯中通り線
の変更に伴い、交差点計画及び延長を変更する。

：変更対象路線

：変更箇所

（２）都市計画決定と変更理由

②仁志町領家町線

③川口王子線

①戸田草加線

⑩新郷自転車歩行者
専用道路5号線

⑬新郷自転車歩行者
専用道路8号線

④
日
光
東
京
線



（３）都市計画（原案）について

変更後の交差点計画図（案）



（３）都市計画（原案）について

・現道に合わせ計画幅員を12mに縮小
・交差点部分は右折レーンを設ける

ため14m程度に拡幅

末広神郷線のうち
国道122号～あずま橋までの区域



（３）都市計画（原案）について

今後、旧田中家住宅を
保護するため、幅員を
縮小する予定

旧田中家住宅

今後、現道に沿う形で幅員を
１８mから１３mへ縮小する予定

今回の変更には含まれませんが、今後変更を予定している箇所と
なっています。



（３）都市計画（原案）について

・現道に合わせ計画幅員を16mに縮小
・交差点部分は右折レーンを設ける

ため19m程度に拡幅

末広新郷線のうち
新郷蓮沼交差点から横道交差点の区域



（２）都市計画決定と変更理由

：変更対象路線

：変更箇所

③川口王子線

⑥新郷南通り線

②仁志町領家町線



（３）都市計画（原案）について

右折レーンを設けるため
現道以上の幅員設定としている



（３）都市計画（原案）について

民地への影響を最小限とするため、
現道の幅員内において右折レーンを
設けるよう交差点部分の幅員を縮小する



（２）都市計画決定と変更理由

：変更対象路線

：変更箇所

①戸田草加線



（３）都市計画（原案）について

対象地は現在、食い違い
交差点となっている



（３）都市計画（原案）について

現道の線形と完全に一致はさせず、
円滑な交通が可能となるよう
右折レーン部分の線形を変更する。



（２）都市計画決定と変更理由

：変更対象路線

：変更箇所

⑦本蓮通り線



（３）都市計画（原案）について

４車線の末広新郷線を主道路とした
変則的な交差点計画であった



（３）都市計画（原案）について

本蓮通り線を主道路とし
交差点の整形化を図り、
本蓮通り線の幅員を
１４ｍから１９ｍに拡幅する



（２）都市計画決定と変更理由

：変更対象路線

：変更箇所

⑨新堀榛松線⑧東本郷榛松線

⑫峯榛松線

⑩新郷自転車歩行者
専用道路5号線

⑬新郷自転車歩行者
専用道路8号線



（３）都市計画（原案）について

新堀榛松線

市道幹線第６９号線

北側の市道幹線第
６９号線と整合が
取れていない計画
となっている。



（３）都市計画（原案）について

現道の市道幹線第６９号線
との接続を確保するため、
線形を変更する

市道幹線第６９号線

新堀榛松線



川口市都市計画審議会

都市計画の変更（決定告示）

市決定路線は「川口市都市計画審議会」で、
県決定路線は「埼玉県都市計画審議会」で
審議を経て、令和６年９月（予定）に都市計画
変更の告示を予定している。

都市計画（原案）に関する説明会

都市計画（案）の公告・縦覧

令和５年（２０１３年）
１０月１４日（土）に２回、
１０月１５日（日）に２回、
１０月２１日（土）に２回の
計６回の説明会を行う。

令和６（２０２４年）年 ４月中旬（予定）に
１５日間都市計画（案）の縦覧を行う。
この期間内で（案）に関する意見書を
市決定路線は市長あて、県決定路線は県知事あ
てに提出することができる。

（４）都市計画変更手続きの流れ

埼玉県都市計画審議会



都市計画道路 末広新郷線他14路線に関する
都市計画変更（原案）についてのご説明は
以上となります。

ご質問等がございましたらよろしくお願いいたします。


